
市内の小規模事業者が、

①売上向上（販路開拓等）を図る事業

②業務効率化（生産性向上）を図る事業

③事業承継を図る事業

上記のいずれかに取り組む際にかかる費用を支援します!!

問い合わせ先 ： 雲南市商工振興課 ℡0854-40-1052 担当：金山、小林

雲南市小規模事業者持続化
支援事業補助金

事業者の皆様のチャレンジを応援します!!

補助金の概要

補助率及び補助限度額は、 対象経費の 1/2 以内 上限 20 万円

※本補助金は国の「小規模事業者持続化補助金」とは異なる市の単独事業で、
国の「小規模事業者持続化補助金」で採択されている事業は対象外となります。

※小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が２０人以下の事業者です。
（卸売業、小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）に属する事業を

主たる事業として営む者については５人以下）

補助事業の随時募集を開始します!!

公募期間 令和３年７月１日（木） ～

事業期間 交付決定日 ～ 令和４年３月１１日（金）

申請方法 下記必要書類を記入し、雲南市商工振興課窓口に申請してください。

必要書類

（１）交付申請書（様式第１号）
（２）小規模事業者事業計画書（様式第２号の１）
（３）店舗等の位置図
（４）工事又は購入の内容が分かる見積書等(写し)
（５）現況写真
（６）その他必要と認める書類

留意事項

・予算の範囲内で実施するため、補助率1/2以内、補助額20万円を下回る
場合があります。
・審査委員会による審査を行います。審査の観点は裏面参照。
・交付決定の内容に違反したときは、交付決定を取り消す場合があります。

詳細は、HPを参考ください
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審査の観点

事業の流れ

申請者

受付期間：7月1日〜申請書類作成
①

②
書類提出

審査会での審査

③

事業開始

④

交付決定の通知

事業完了
※変更があれば

⑤

⑥ 変更交付申請・決定

事業開始前

事業期間

事業完了後

実績報告作成
請求書作成

⑦

基
礎
審
査

基礎審査と加点審査の 2つの観点から審査を行います。

加
点
審
査

チャレンジ

事業承継

生産性向上

・国の「小規模事業者持続化補助金」について、申請し不採択となっているか。

・後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者であるか。
・今後の事業承継に向けた（事業承継計画）を作成し、申請時に提出しているか。

・「生産性向上特別措置法」に基づく「先端設備等導入計画」の申請の意志の有無。
・令和元年7月30日までに「経営力向上計画」の認定を受けているか。

事業の
趣旨・目的

事業終了後
の展望

事業の
実施計画

・経営の維持安定及び地域経済の振興に資するか。
・対象3事業のいずれかの達成が見込まれるか。
・事業達成に向けた取り組みに具体性があるか。

・事業終了後に、新たな取引の開始や取引の拡大、又は生産性向上が見込まれるか。
・事業終了後の事業展開の計画の実現可能性が高いか。
・市内企業等への波及効果があるか。
・事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。

・事業計画は、経営資源・技術資源等からみて適当であるか。
・事業内容が自社や自社の提供する商品・サービスの強みを適切に把握しているか。
・経営方針・目標と今後のプランは、対象となる市場（商圏）の特性を踏まえているか。
・事業内容に見合った事業推進体制が整っているか。

実績報告書
請求書・提出

審査

交付事業者の決定

提出書類の詳細については、HPを参考ください。

変更受付

実績受付・支払⑧

補助金支払
⑨

提出期限：3月31日

変更内容の審査・決定

内容チェック

交付の確定全て完了

期間
決定〜
3月11日


